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 質問 和田議員（自民 岐阜市）令和８年７月２日（木） 

 

 ２ 岐阜都心における魅力創出と新たな交通システムの強みを生かした都市の将来像に

ついて 

 

  答弁 知事 

まずは、人口減少が進む地方の都市におきまして、まちの賑わいを維持し、活気あ

ふれるまちづくりを行うことは重要であると同時に、大変難しいテーマでございます。

まずはそこに住む人々にとって、毎日行きたくなる大切な居場所であり続けることは、

最優先に考えるべきことだというふうに思っております。 

その上で、外部から訪れる方々にとっても、新たな発見やほかにない魅力を感じる

環境を整えることが必要であると考えます。特に、賑わいと活気のあるまちづくりに

は、一時的に人を集めるようなイベントではなく、継続的に人が集まる仕掛けこそが

必要だと考えています。 

そうした意味で、議員ご指摘の「都市の熱源」という考え方は非常に重要だと思っ

ております。常に人を引き付け、時間があればとりあえず行ってみようと思う場所の

存在は、まちづくりの核になります。特に、高齢化が進む現状を踏まえれば、これも

議員御指摘の「キョウヨウ」と「キョウイク」、「今日用があって、今日行く場所」こ

そが大事であり、自宅以外に自分の居場所と感じられる「サードプレイス」があるこ

とは極めて重要だと考えております。 

そうした観点に立って、岐阜駅前や柳ケ瀬を始めとする中心市街地を見ると、「都

市の熱源」の核であったと考えられる名鉄駅前のイクトの閉店や高島屋の撤退という

のは、地域社会に深刻な影響を与えていると認識しております。 

中でも、高島屋がなくなってしまったことは、「近隣に住む高齢の方々が買い物難

民になっている」という声に加えて、「お中元やお歳暮はもとより、訪問先への手土

産を買う場所がなくて困る」といった声は今でもたくさん聴こえてきます。 

これは単に、出張店舗や通信販売で代替できるものではなく、議員ご指摘の「キョ

ウイク」の場所がなくなった典型的な例だと思います。特に、おしゃれをして気楽に

非日常を楽しめる場所の存在は、人生の豊かさにとって欠かせない「ワクワク」を提

供するものであり、「生鮮食料品」の購入や「健康管理」といった直接的なニーズよ

り、高齢者を始めとして、まちに住む多くの方々が求める重要な要素だと考えており

ます。 

他方、岐阜市内を見渡しますと、ご指摘の「メディアコスモス」をはじめ、「岐阜城

楽市」や「川原町」、更には「岐阜県美術館」や「サラマンカホール」など、ちょっと

おしゃれをして非日常を楽しめる場所は少なくありません。しかしながら、これらの



拠点は、それぞれ市内に広く点在しており、アクセスの面からもその潜在力を十分に

発揮しきれていない現状があると思います。 

そのため、関係者が連携して、今あるものをつなぎ合わせて、議員ご指摘の熱源と

しての連続性を持たせることにより、相乗効果を高め、拠点、すなわち熱源としての

魅力を磨き上げていくことが必要と考えます。 

まちづくりの観点からは、都市の魅力向上には、移動サービスの充実により人やモ

ノの流れを作ることが不可欠であり、交通環境の整備や道路空間の利活用など、ハー

ド・ソフト両面から施策を組み合わせた取組が重要と考えます。 

このため県では、「未来のまちづくり検討プロジェクトチーム」を設置し、今年３

月に、県都である岐阜市を中心とした「岐阜圏域のまちづくりの方向性」、これを取

りまとめ、現在、岐阜圏域の市町と具体的な進め方について議論しているところでご

ざいます。 

また、岐阜圏域内にある魅力ある拠点を線で結び、面として賑わいを広げ「都市の

対流」、ご指摘の件ですね、これを構築する一つの手段として、新たな交通システム

の導入について検討を進めているところでございます。 

現在は有識者をはじめ、関係者で構成する「次の世代につなげる県都岐阜市を中心

とした交通システムの在り方検討会」において、20 年、30 年先を見据えた持続可能な

公共交通の姿について、具体的な議論を重ねているところでございます。 

今後も、岐阜市さんをはじめとする関係者と連携して、様々な施策を組み合わせて、

都市のポテンシャルを最大限引き出すことにより、新たな賑わいの創出につなげ、人

が集い活気にあふれるまちづくりの実現に向けて、全力で取り組んでまいります。 

 

 

  再質問 答弁 知事 

 

この再質問は、本来は商工労働部長にすべき質問じゃないかと思いますので、その

点を申し上げた上で、お答えをさせていただきます。 

産業会館につきましては、まさにその歴史的な役割も含めて、今岐阜市と、どんな

機能があるのかを含めているところでございますので、それを踏まえた上で考えたい

と思います。 
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